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                １ 開     会 

 

○釘田畜産振興課長 お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから第５

回家畜の遺伝資源の保護に関する検討会を開催したいと思います。 

 私、８月１日付けで前任の姫田課長の後任といたしまして農水省生産局畜産部畜産振興

課長を拝命いたしました釘田と申します。冒頭のみ進行に当たりたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

                ２ あ い さ つ 

 

○釘田畜産振興課長 それでは、初めに西川生産局長よりごあいさつを申し上げます。 

○西川生産局長 今日は第５回の検討会でございますので、一言ごあいさつを申し上げた

いと思います。 

 まず、委員の先生方におかれましては、大変忙しい中を検討会に御出席賜りまして、厚

く御礼申し上げます。 

 これまで、５月31日の第４回の検討会においては中間取りまとめの骨子を御提出いただ

いたところでございます。これにつきましては、６月８日の政府の知的財産戦略本部にお

いて決定されました「知的財産推進計画２００６」の中に、検討会の取りまとめいただい

た内容について反映をさせていただいたりもしているところでございます。 

 言うまでもないことでございますが、和牛につきましては、改良機関、生産者の方々の

長年の努力によって改良されて、他の品種にはない優れたものでございます。遺伝資源と

して大変価値が高いということだろうと思います。そういう面では我が国の貴重な財産だ

とも言えるわけでございます。グローバル化が進む中におきまして、この財産の保護・活

用について検討することは、和牛の優位性を高め、国際競争力の強化、収益性の向上等を

図る上で重要なものであると考えているところでございます。 

 農林水産省といたしましては、本日おまとめいただきます報告書に則して具体化に向け

た検討を進めまして、関係機関と連携を図りながらこの分野に積極的に取り組んでまいる

所存でございますので、委員の皆様方には引き続き忌憚のない御意見を賜りますようお願
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い申し上げまして、簡単ではございますが開会に当たってのあいさつとさせていただきま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○釘田畜産振興課長 ありがとうございました。 

 それでは、カメラ撮りはここまでとさせていただきます。 

 まず委員の御出席状況ですが、７名の委員のうち、秋岡委員は少し遅れていらっしゃい

ます。間もなくお見えになると思います。６名の委員の方々に御出席いただいております。 

 それから、先ほども申し上げましたが、この８月１日付で農水省、異動がございまして、

本日出席しているメンバーの中でも異動者がおりますので御紹介させていただきます。 

 まず、生産局畜産部長の本川でございます。 

 次に、生産局種苗課長、伊藤でございます。 

 それから、生産局畜産部牛乳乳製品課長、平岩でございます。 

 私ともどもよろしくお願いいたします。 

 次に配付資料の確認をさせていただきます。お手元の封筒に入っていたかと思います。

御確認をよろしくお願いします。 

 座席表と議事次第、委員名簿、それから資料一覧がございますが、資料は３つございま

す。資料１として、家畜の遺伝資源の保護・活用のあり方について（検討会中間取りまと

め）案となっております。資料２はその概要でございます。資料３は、オランダとフラン

スの精液ストローの流通とバーコードシステム。以上でございます。不足等がございまし

たら事務局までお申し出ください。 

 それでは、この後の議事の進行を松川座長にお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

                ３ 資 料 説 明 

 

○松川座長 それでは、第５回でございます。よろしくお願いいたします。 

 この次第にもありますが、今日は、当然ながら中間取りまとめの検討が主題であります。

終わる時間は16時30分を目途としております。 

 それでは議事に入りますが、資料１から３まで、一括して事務局から説明をお願いいた

します。 

○酒井生産技術室長 生産技術室長の酒井でございます。資料１から３まで、説明させて
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いただきます。 

 資料２は概要でございますので、本日は資料１を中心に御検討をいただくということで

ございます。 

 その前に資料３について御説明を申し上げたいと思います。 

 第４回の検討会で骨子をおまとめいただきましたが、それ以降、ヨーロッパに人工授精

システムの調査に行ってまいりました。その概要を記してございますので御紹介を申し上

げます。ここではオランダとフランスということでございますが、ドイツもやっていると

いうことですが、今回は調査に行けなかったということで入っておりません。 

 １枚お開きいただきます。まずオランダでございますが、ＨＧ社、Ｈolland Ｇenetic

という会社でございますが、そちらのストローです。ストローについて、２面印刷という

んでしょうか、ストロー状ですから裏表はないんですが、印刷している方が表ということ

で、裏の方にバーコードが印字されております。その内容につきましては、この例では、

097 HO 04803でございますが、上の３けたが家畜人工授精事業体のコード、ＨＯがホルス

タインの略、それと個体の番号、こういった形で印刷されているということでございます。 

 次のページをお願いいたします。フランスの例でございます。フランスは１面だけに印

刷されていて、真ん中にバーコードが印字されているということでございます。下の方の

⑥、バーコード番号となっておりますが、フランスのＩＮＲＡの畜産研究所から与えられ

た種雄牛の番号が５桁、続く４桁が採精した日、2002年１月１日からの通し番号、一番下

の桁は衛生検査等、９種類ある検査のうち実施した件数、種雄牛ごとに番号が入っている

ということでございます。 

 次のページをお願いいたします。オランダとフランスの人工授精の事業体から聞き取り

いたしましたバーコードシステムのメリットということで列記させていただきました。ま

ず１点目が、手書きがなくなるので証明書類に人為的ミスが入りにくいということで、ト

レーサビリティーの確実性・信頼性が高まるといった点でございます。また、流通管理が

容易になる。日本の場合はこれを厳格化に利用してはどうかと考えているところでござい

ます。あと、証明書類の作成が容易になる。農家指導にも使える。さらには、いろいろな

技術改善のときにデータがリアルタイムに戻ってまいりますので、研究開発のデータ収集

システムとしても使えるということでございます。デメリットとしてはコストの問題、初

度的経費の問題があろうかと思います。 

 資料３は以上でございます。恐れ入りますが資料１に戻って御説明を申し上げたいと思
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います。これについては、先ほど座長からお話がありましたように、中間取りまとめとい

うことで今回御議論いただくものでございます。 

 まず開いていただきまして目次でございます。大きく項目が４つございまして、これは

骨子と同様でございます。1 和牛における知的財産制度の活用、2 精液の流通管理の徹底、

3 「和牛」の表示の厳格化、4 和牛の改良・生産体制の強化等ということでございます。 

 開いていただきまして、はじめにということで２ページに書いてございますが、段落に

分かれておりますので、場所を示すために第１、第２、第３段落というような言い方をさ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 まず第１段落でございますが、和牛のおいしさは海外まで知られるようになり、高く評

価されているといたしまして、第２段落では、海外流出の状況を記述しております。 

 第３段落には知的財産戦略推進本部の設置の経緯について記述をし、第４段落では種苗

と同様な育成者権が設定されていない状況にあることを示しております。 

 そして最後の段落で、このような状況を踏まえ、本検討会において、和牛の遺伝資源の

保護・活用を図るため、知的財産制度の活用も含め幅広い観点からの検討を行い、以下の

とおり中間取りまとめを行ったというふうに記述をしております。 

 ４ページをお開きください。1 和牛における知的財産制度の活用でございます。遺伝子

特許については、第２回の検討会で集中的に御議論をいただいたところでございます。 

 まず(1) 和牛の遺伝子特許等の戦略的取得でございます。第１段落では、我が国の研究

機関において、和牛の増体・肉質等の経済形質にかかわる遺伝子の塩基配列及びその機能

解明についての研究開発が進められていると現状を記述し、第２段落では、新規性、進歩

性、畜産業への利用可能性等の特許要件について記述をしております。 

 第３段落では、遺伝子特許は、和牛の遺伝資源保護・活用に資する知的財産の一つと考

えられるとしまして、育成者権制度がない中で遺伝子特許が重要な知的財産権であること

を示しております。 

 第４段落では、遺伝子解析については激しい国際競争が続いている中で、研究開発の加

速化を図ることが必要と記述しております。委員からの、遺伝子は有限である、国際競争

の中で急いでやらなければいけないという御意見を踏まえたものでございます。 

 続きまして第５段落ですが、そのためには、全国の研究機関の緊密な連携のもと、効率

的に研究を進めることが必要であるとしておりまして、第６段落で、戦略的に特許を取得

する体制を構築する必要があると記述しております。 
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 ４ページの下から２行目に、管理関係の技術ですが、いかに画期的な新規技術があって

も、植物の栽培方法と同様に、単独では特許されにくいという状況にございますので、こ

こでは「有用な形質の発現には」ということで、５ページになりますが、発現に関与する

新規技術との関連性を科学的に実証することにより、総合的に特許の要件を満たすことが

可能となると、特許取得の方向性を示しているということです。 

 そして最後の段落で、対抗措置として活用するために、和牛特有の遺伝子と関連する生

産技術をあわせて特許取得することは、有効な保護手段の一つとなり得ると考えられると

いうふうに締めております。 

 イメージ図の下でございますが、(2) 和牛の遺伝資源保護・活用のための遺伝子特許等

の活用でございます。第１段落におきましては、一部の利益とならないように、パテント

プール等の仕組みを構築して、知的財産を国全体で戦略的にマネジメントする取り組みが

必要としております。 

 続きまして第２段落において、第２回検討会で万年専門委員から御説明がありました、

ＤＮＡマーカーを利用した品種鑑別について、攻めの農政の観点からも活用が期待される

としております。 

 第３段落になりますが、６ページの「なお、」以下でございますが、簡易・迅速・安価な

識別技術の確立に向けた取り組みが必要である。利用しやすいようにする必要があるとい

うことでございます。 

 さらに、イメージ図の下、２の精液の流通管理の徹底に移ります。(1) ですが、流通管

理の徹底のための関係者間の意識の醸成と自主的な取組でございます。第１段落では、精

液ストローの生産の状況について説明をしております。 

 ６ページの最後のところからですが、「和牛の遺伝資源は、関係者の長年の育種改良の努

力により創造されてきた国全体の財産である」という認識を、家畜人工授精所のみならず、

精液の中間取扱者や人工授精師・獣医師の間にも醸成することが重要であると書いており

ます。 

 その後、「このためには、」ということで、具体的な方策として、協議会を設立し、この

協議会が、共通認識の醸成のための核となり、和牛という財産を国内で最大限に活用する

ため、関係者が自主的な取組を行っていくことが必要であると記述しております。 

 さらに第４段落で、「和牛の遺伝資源は国全体の財産である」という意識の醸成には、農

林水産省のリーダーシップが重要であるとさせていただいております。 
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 ７ページの真ん中でございますが、(2) 精液流通管理体制の構築でございます。第１段

落で、精液のロット管理体制を構築するため、バーコードを精液ストロー生産時に印字す

るということを示しております。 

 第２段落ですが、資料３で御説明いたしましたように、フランス、オランダでは既にバ

ーコードを印字した精液ストローを流通させることにより、個体の管理や家畜の改良に結

びつけている先進的な例があるということでございますので、ここで記述をいたしました。 

 続きまして第３段落ですが、精液ストローの現実のルートは、多くの機関や個人が介在

し大変複雑になっていることを示しております。 

 第４段落では、人工授精師段階における把握の困難さ、それとコンセンサスの重要性に

ついて強く記述をさせていただいております。 

 第５段落ですが、検討会でいただきました登録制度、精液の流通経路がわからないもの

は子牛登記ができないという方向が示されれば、精液の流通管理の徹底につながるという

御意見がございましたので、それを反映しております。 

 さらに、受精卵についても並行して検討していくべきであるということで記述をしてお

ります。 

 ８ページの真ん中でございますが、(3) 家畜改良増殖法に基づくチェック体制の構築で

ございます。第１段落は問題提起でございます。液体窒素内で流通する精液ストローにつ

いて、流通の中間段階における確認をどのように行うかが課題の一つと考えられるとして

おります。 

 その課題について、第２段落では、家畜改良増殖法に基づく精液証明書の様式中の「確

認欄」を活用すること、活用に当たっては記載の徹底について指導を行う必要があること

を記しております。９ページに移りますが、現状では譲渡した年月日と組織名を記載する

ことになっておりますが、トレーサビリティー制度では譲渡先を書くようになっているこ

とを踏まえまして、譲渡先についても記載するよう、様式の見直しについて検討する必要

があるとしております。 

 さらに、第３段落でございますが、家畜改良増殖法の種畜検査委員または地方検査委員

の立入検査を実施するよう検討を行う必要があるとしております。つまり、中間団体のチ

ェック機能として立入検査の制度を活用してはどうかという内容でございます。 

 ９ページのイメージ図の下、３の「和牛」の表示の厳格化でございます。(1) 消費者の

認識に合致した「和牛」の表示でございます。第１段落では食肉公正競争規約の「和牛」
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表示に関するルールを記述させていただいています。 

 第２段落で、一方、食肉公正取引協議会の調査によれば、多くの消費者は「和牛」は国

産牛であると認識しており、誤解を生じさせるおそれがあること、また、このような事態

を放置すれば、さらに多くの和牛遺伝資源が海外に持ち出される事態を生じかねないとい

う危惧を示しております。 

 第３段落に行きますが、消費者の誤解を招かない表示のあり方を検討することが重要と

いう御意見を踏まえまして、「和牛」表示の見直しの検討を行うべきであるとして、第４段

落では、具体的に国内で生まれた和牛のみを「和牛」とすることとし、消費者の認識との

ギャップが生じないようにすることが有効であると考えられると記述しております。５月

末にまとめていただいた骨子に基づきまして、７月下旬から食肉公正取引協議会の方で専

門委員会を設けて検討を始めていただいているところでございます。 

 (2) 諸制度を活用した「和牛」表示の厳格化でございます。「和牛」表示の適正さを確保

するためにということで、先ほどの(1) の見直しとあわせて、黒毛和牛等の品種の証明手

段を厳格にすることが必要であると記載しております。家畜登録制度及び牛トレーサビリ

ティー制度を活用して品種の確認を行うことが有効であると書いております。 

 (3) わかりやすい表示と消費者への情報発信でございます。ここでは、和牛遺伝資源の

保護のためには、消費者の理解度をさらに高めていくことも重要である。和牛とはどのよ

うなものかを、和牛に特有な味や香りとともにしっかりと理解してもらうためには、「和

牛」の統一マークや新たな表記を作成することなどにより、消費者に対してわかりやすく

情報発信をしていくことが有効であると考えられるとしております。 

 また、「和牛」の統一マークは、「攻めの農政」にも重要な役割を果たし得るものである

とまとめさせていただいています。 

 次の(4) 地域団体商標制度の活用でございます。ここでは、地域団体商標制度を活用す

ることにより、地域ブランドを適切に保護するとともに、生産地を明らかにして保証する

ことも有効な差別化の手段であり、この場合、消費者のニーズも踏まえた一定の基準を定

めること等により、品質を保証し、消費者の信頼を高めていくことが重要であると記述を

しております。 

 続きまして、12 ページになりますが、4 和牛の改良・生産体制の強化等でございます。

(1) 遺伝子特許等を活用した和牛改良速度の向上でございますが、第１段落のところでは、

既に和牛の遺伝資源を利用して、海外で交雑種の生産が行われている状況にあるというこ
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とで、より和牛に近い交雑種が生産されている現実を示しております。 

 このような状況を踏まえ、第３段落では、着実に和牛の改良を進めることの重要性と、

従来の手法にあわせ、優れた肉質等に関連する遺伝子特許等を和牛の育種改良に活用し、

改良速度をさらに向上させていくことを検討すべきであるとしております。 

 続きまして(2) です。海外の追随を許さないすぐれた和牛の生産。第１段落では、海外

の和牛の交雑種との競争が既に始まっていると認識をして、海外の追随を許さないすぐれ

た品質の和牛をいかに生産していくかという視点に立って、高品質な和牛肉を安定的に供

給することにより、消費者の支持を得ていくことが必要であると記述しております。 

 そのために、第２段落では、家畜改良増殖目標の達成に向けた取り組みの必要性を述べ

た上で、個体識別システムや枝肉格付情報と血統情報をリンクさせ生産者や改良関係団体

へ情報提供を行っております肉用牛枝肉情報全国データベース等を活用して全国的な改良

体制の強化を推進することは、改良の効率的な推進に有効であるとしております。 

 なお、第３段落では、各県、各地域単位で造成された和牛の遺伝的多様性の確保につい

て配慮することが必要であると強調させていただいております。 

 13ページをお願いいたします。最後の部分になりますが、(3）「和牛」＝「国民の財産」

という章でございます。第１段落では、和牛を海外で生産すれば安価で供給できるではな

いかという意見がある。そういう方々に対して納得し得る説明が必要であるとしておりま

す。 

 第２段落では、和牛本来のよさを理解した能動的な選択につなげていくことの必要性に

ついて述べており、第３段落では、和牛そのものをさらに磨き上げて、消費者に喜んでも

らえるような高品質な和牛肉を低コストで生産していくことが、最終的に和牛を遺伝資源

として守ることにつながっていく。さらに、和牛を国内における交雑種生産にも利用し、

消費者に対して多様性のある品質、弾力性のある価格で牛肉を提供することが理解促進に

つながると記述をしております。 

 14ページ、最後の段落でございます。改良や生産に関する技術の向上等により、優れた

肉質の牛肉を低コストで生産・供給することは、消費者にとっても有意義であることを理

解してもらい、「和牛」＝「国民の財産」であることを消費者と生産者の共通の認識とする

ことが重要であるという形で締めくくっております。 

 説明は以上でございます。 

○松川座長 ありがとうございました。 
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                ４ 質 疑 応 答 

 

○松川座長 今、資料１並びに資料３について説明いただいたわけですが、本日の検討会

の主要議題は中間取りまとめの検討になっておりますので、まず中間取りまとめについて

いろいろ御意見をいただきたいと思います。 

 とはいうものの、本日のこの資料ができるまでには委員の皆様、我々の間でもやりとり

があって、それが生かされている部分も多いと思いますので、そういうことも眺めながら

御意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 どこからでも、あるいは語句がおかしいということ、何でも結構でありますが。 

○吉川委員 資料３ですが、精液のバーコード制という中で、オランダ、フランス、ドイ

ツ、ＥＵは結構こういう形でやり始めているんですが、日本でこういう形になった場合に、

この委員会の中で、バーコードロット管理というか、ロット制でという形で前にお話が出

ていたんですが、先ほども現物が回って見せていただいんですが、ストローにこういう形

になれば、ロットで管理するもストローで管理するも、両方の方向性があるんじゃないか。

印刷機の問題ですが、これは機械の性能の問題ですから、それによってはストローでいけ

ば１本１本管理されていく。そして余分なチェックが要らないという形になっていくので、

こういったシステムは非常にいいんじゃないかな。逆にロット制に持っていく方が、手書

きがかなり中に入るのではないかなと思うので、そこら辺、技術的にはどういうふうに考

えているか。 

○松川座長 吉川委員から資料３についての質問がありましたが、今の吉川委員の御質問

は、今後これを参考にしながら具体的に詰めていくことになりましょうか。 

○酒井生産技術室長 吉川委員の御質問に対してお答え申し上げます。 

 今、座長におっしゃっていただきましたように、この仕組みは各事業体のやり方の互換

性というのも必要でございますので、十分話し合いながら、また、技術面、コスト面につ

いても総合的に考えて整理していくものだと思いますので、引き続き御指導をお願いした

いと思います。 

○松川座長 資料３について吉川委員から質問がありましたが、それならついでにという

ことで、資料３についてほかに質問や御意見ございませんでしょうか。資料３をまず片づ

けてから資料１の本議題の方に戻っていくことにしたいと思いますが。 
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 資料３はもうよろしいですか。 

 では、後で思いついたらまた御質問をいただくことにして、資料１の中間取りまとめの

案について、御意見や質問をお願いいたします。今日この席で「案」が取れればいいと思

っておりますので。 

 土肥先生、お願いします。 

○土肥委員 中身についてではないんですが、この中間取りまとめの「案」が取れた場合

に、先ほどあいさつの中で、今後、施策に反映していきたいというお話だったかと思いま

す。今現在で、今後「案」が取れた場合にはどういう段取りになるのか、そのあたりの話

を少ししていただければと思います。 

○松川座長 お願いします。 

○酒井生産技術室長 土肥委員の御質問に対してお答え申し上げたいと思います。 

 対応すべき分野はたくさんあると思いますが、先ほど少し御紹介しました、表示につき

ましては既に専門委員会のようなものを設けて御検討を始めていただいておりますので、

スタートしております。 

 バーコードのお話がございましたが、そういったものについては、もう少し技術的な問

題点を詰めて、統一性を図りながらやっていくということで、協議会のような組織が必要

だろうと思いますので、そういったものをつくっていくことからスタートしたい。 

 また、精液証明書の様式の話は、「確認欄」でございますが、「案」が取れてこれでいこ

うということであれば、制度上、省令改正が必要なのではないかと思っております。 

 また、遺伝子特許の点でございますが、特許についても、ここで御指導いただいていま

すように関係機関で連携することが大事だということでございますので、核になる組織を

中心に連携をして、パテントプールのような仕組みも併せてつくっていくことをスタート

にしたいと思います。これは少し時間がかかるかもしれませんが、着実に実現していきた

いと考えております。 

○松川座長 ありがとうございました。 

 今の土肥委員の御質問に関連して、先ほど、「和牛」表示の関係で公正取引協議会ですか、

そこで検討委員会を発足しているという説明がちょこっとありましたが、これはこちらか

ら持ちかけて検討委員会が発足しているんでしょうか。 

○牧元食肉鶏卵課長 「和牛」表示につきましては、全国食肉公正取引協議会、これは関

係の業者の皆様の集まりでございますが、この協議会に検討をお願いいたしまして、専門
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委員会を立ち上げるということで、先週、７月27日に第１回の専門委員会を開催したとこ

ろでございます。このような形で、業者の皆様方の集まりでございます協議会の中でも御

検討をいただくのと、さらに消費者の皆様とか有識者の皆様とか、もっと幅広い方々から

御意見を聞いて検討をする場についても別途つくりまして、検討を進めていきたいと考え

ております。 

○松川座長 ありがとうございました。 

 沖谷先生、お願いします。 

○沖谷委員 家畜の遺伝資源というタイトルで、いずれは出るのかなと思っていたんです

が、和牛だけでおしまいなのか、豚、あるいは新聞の報道によると鶏の純国産の、今はブ

ロイラーは全部海外から入れているんですが、そうではなくて、立ち上げたいというよう

な報道、関係者からの声も聞いたことがあるんですが、そういうものについては一言も触

れないでおしまいになってしまうのか。これは中間ですから、まだ続くという期待はある

んですが、畜産資源の中で、数ある中でまず和牛をやろうとか、そういう感じなんですか。

どうなんですか。 

○松川座長 これはだれが答えればいいのか。我々検討委員会の課題でもあるということ

になるんですが。 

○酒井生産技術室長 お答えせていただきます。 

 タイトルとして「家畜の遺伝資源」ということでございますが、対象とするには条件が

あるだろうと考えておりまして、日本固有のものとして長年関係者で改良されてきたかど

うかという視点が１点と、その資源が海外に流出して、国内にいろいろな影響を及ぼすよ

うな状況になっているか、この２点だろうと考えているんですが、今のところ和牛がそれ

に該当するということで、今回集中的に御検討をいただいたということでございます。そ

の２つの条件を満たすものは現在のところないのではないかと思いますので、今のところ

和牛について御検討をいただいたということでございます。 

○松川座長 沖谷先生、よろしいでしょうか。 

○沖谷委員 例えば黒豚ですかね。鹿児島県が随分やってこられて、国全体の財産かどう

かというのは議論があると思うんですが、関係機関が鋭意やってこられたという部分があ

るように思いますが、和牛は全国のいろいろなところでやってきたからという考え、黒豚

も鹿児島だけではないと思うんですが、そのあたりについて、今回は議事はなくてもいい

んですが、これからもやらないとか、またそういうことが出れば積極的にやっていきたい
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とか、そういうコメントでもあればと思います。 

○牧元食肉鶏卵課長 沖谷先生から御指摘がございました黒豚の問題についても、例えば

表示の問題についてはいろいろ御意見のあるところでございますので、先ほど和牛の表示

について検討していくということをお話ししたところでございますが、表示の観点からは

黒豚の問題についても今後検討していきたいと考えております。 

○松川座長 今のお返事はありがたかったんですが、沖谷先生の言われるように、ほかの

家畜でも条件を満たして検討する必要があるとすれば、このメンバーではないにしても、

検討することはあり得るということになるような気もするんですけどね。 

○西川生産局長 今回は和牛ということでスタートしたわけですが、これはいかに知財を

上手に活用するかという視点からの、そういう面では新しい取り組みだろうと考えており

ます。 

 先ほど鶏の話もありましたが、これも、例えば鳥インフルエンザが世界に蔓延する中で、

海外に多くの資源を依存している我が国においてどうあるべきか、これは大変大事な問題

ということで、その時その時でできるところは、こう役割ではないですが、いろいろやっ

ていることも事実なんですが、まとまってやるべきということになれば、これだけに限ら

ないで、展望が開けるものは展望を含めて取り組みをしていくべきだろうと思っておりま

して、タイトルが「家畜の遺伝資源」となっているということは、その辺のところもつく

る側としてはあったんだけれども、当面は和牛のところでまずやってみて、その次に何が

あるか、必要に応じて考えよう、そういうぐらいのことでいいんだろうと考えております。

和牛以外にもこういうのがあるよというのであれば、積極的に取り組んでいけばいいと私

どもとしては考えているところでございます。 

○松川座長 ありがとうございました。よくわかりました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 吉川委員、お願いします。 

○吉川委員 和牛の改良についてなんですが、改良システムをやっていきましょうという

形だけれども、和牛そのものは日本の国内の肉の生産からいきましても非常に低い数字だ

と思うんですね。日本の肉の生産の中では交雑種が60％ぐらいを占めている。その中で今、

ホルスタインと黒毛和種でＦ１という形の中でできてきている。それが肉の大部分を占め

ているという形になっているはずなんですね。ですから、品種的に扱うのでなく、個々の

明確な形も必要性があるのではないか。 
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 例えば登録制度だとか、個体識別のような番号できちっと追っていける、産肉データと

いったものもきちっと出しているという形があって、逆にまた新しい品種といいますか、

求められる遺伝子がつくられていく可能性もないとは言えないので、そこら辺もどういう

ふうに考えていくのか。交雑種に対して、屠畜場のデータでやりたいような話は書いてあ

るんだけれども、そこら辺は現実的にどういうふうになっていくのか。 

○松川座長 これは、どちらかというと今後の話ですか。それとも、この中間……。 

○吉川委員 中間取りまとめの中にも、図の中には交雑種も書いてあるんだけど、そこは

全然触れていないんですね。全部、純粋な和牛という形になっていて、図の中では交雑種

も触れていて、ここは議論は抜けているんですね。 

○酒井生産技術室長 今の件についてお答え申し上げます。 

 13ページのイメージ図でございますが、吉川委員が御指摘のとおり、図の一番右のとこ

ろに「交雑種情報の活用」ということで、乳用種との交雑種についての情報提供も生産現

場に戻していくということで明記しています。 

 それと、14 ページになりますが、一番上の行、「国内における交雑種生産にも利用し」

ということで、ちょっと記述が足りないかもしれませんが、交雑種についても活用の道が

あることをはっきり示しているということでございます。 

○松川座長 これでは不十分だと言われるかもしれませんが、例えば黒毛和種という品種

の中で優秀なものは交雑に使っても優秀であるというのは一般的であって、例えば黒毛和

種の後代検定を交雑種を使ってやる方が合理的ではないかという意見があるぐらいですの

で、黒毛和種がよければ交雑種もよし。自動的にそうなる。組み合わせということを余り

深刻に考える必要はありませんので。技術的には。それで御了承ください。 

 吉村委員どうぞ。 

○吉村委員 先ほど、土肥委員の今後の施策の反映ということで、お答えとして４点ほど

酒井室長からお話があったわけでありますが、この際ですから要望させていただきたいと

思います。 

 10ページ、諸制度を活用した「和牛」表示の厳格化というところでございますが、御説

明を伺っておりますと、品種の証明手段の厳格化ということが、最終的に食肉公正競争規

約に定めるところの「和牛」表示、そこを家畜登録制度ないしはトレーサビリティー制度

を利用して厳格化していくという流れでしか受け取れなかったわけでありますが、私ども、

昨年来いろいろ畜産振興課には御無理をお願いしているわけでありますが、特に品種とい
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うこと、「和牛」というのは一般的な名称であって、純粋種というものの証明ということに

なれば、もう少し登録制度なりの持っている厳格さを前面に押し出したようなことも必要

なのではないか。 

 それから、和牛のかかわる登録団体でも、ある意味でいいますと、この十数年の牛肉の

輸入自由化の時代の中で生きざまが問われていて、流れとしたら、３団体ございますが、

ちょっと色合いが違うということもあって、そのあたりの問題をどうしていくのかという

ことを含めて、登録団体を含めた厳格化といいますか、このあたりの協議も含めてお願い

しておきたいと思っております。要望でございます。 

○松川座長 文言の修正が必要であるという意見ではないと伺ってよろしいですね。 

○吉村委員 今回の中間取りまとめの中ではこういうことで私どもも理解はしているつも

りでありますが、施策への反映ということに関していえば、そのあたりの問題もどうする

んだということを検討の一つにはしていただきたいと思いましたので、あえて５番目の問

題として要望しておきたいということでございます。 

○松川座長 ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。中間取りまとめ案は、検討会としては文言の修正なくオーケーで

ある。「案」を取ってもいいという結論になりますでしょうか。 

 それでは、検討会としては本日の資料１は文言の修正なく、中間取りまとめとすること

にさせていただきます。 

 そうしますと、これで本日の私が座長として行う議事は終わったことになりますが、資

料３の外国でのストローの関係についての質問などはございませんでしょうか。 

○吉村委員 これも要望ですが、現場サイドとしたら、いきなりバーコードシステムとい

うことが出てきて、作業としてはどうなるのよということが、この春から夏にかけての、

４ブロックに分けての登録関係者の協議会がございますが、その中でも質問が出てきてお

りました。先ほど酒井室長から、互換性とか技術面、コスト面での検討が必要ということ

がございましたが、これは早急に、幅広にやっていただかないと、現場サイドで実際に人

工授精という作業をしている人たちには、かえって煩雑になるんじゃないかというイメー

ジでとらえられておりますので、システムそのものも、今日の説明では私自身、すとんと

落ちてこないんですが、そのあたりのことを十分詰めていただくことを要望しておきます。 

○松川座長 ありがとうございました。これは今後の検討に当たってはありがたい意見だ
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と思います。 

 ほかに、資料３の外国での調査事例については特にありませんでしょうか。 

 そうしましたら、中間取りまとめができたということで、私の任は一区切りになります。

ありがとうございました。不手際なところがたくさんあったと思いますが、皆さんの御協

力で本日ここまで来ることができました。ありがとうございました。 

 事務局の皆様方にも大変ありがとうございました。 

○釘田畜産振興課長 松川座長、スムーズな議事の進行、大変ありがとうございました。 

 それでは、ここで畜産部長の本川からごあいさつを申し上げます。 

○本川畜産部長 本川でございます。８月１日付けで畜産部長を拝命いたしまして、その

直後にこういう取りまとめということでございます。終わりに当たりまして一言ごあいさ

つを申し上げたいと思います。 

 座長ほか皆さん方におかれましては、４月18日に設置されて以来、非常に濃密な御論議

を短期間にいただきまして、取りまとめに御尽力いただきました。心から感謝を申し上げ

る次第でございます。我々として、これを受けまして、先ほど来御指摘いただいているこ

とも含めて、施策の具体化に努めてまいりたいと思っております。 

 今回は中間取りまとめという形で報告をまとめていただきましたが、「中間」の意味とい

たしましては、今後とも引き続き、私どもの政策の具体化について定期的にお集まりいた

だいて御意見をいただきたい。それから、先ほどお二人の委員からもお話があったような、

他の畜種なりの関係についても、その時々の状況を見ながらフォローアップをしていくと

いうことで引き続きお願いしたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上

げまして最後のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

○釘田畜産振興課長 どうもありがとうございました。 

 

               ５ 今後の進め方について 

 

○釘田畜産振興課長 それでは、検討会はこれで終わりますが、事務局から少し御連絡し

たいと思います。 

 議事の中でもありましたし、今、部長からも申し上げましたが、今回の中間取りまとめ

をもちまして検討会としては一区切りになりますが、議論の中でもございましたように、

今後、この検討会の中で指摘されましたことを、具体化の作業を私どもはしていかなけれ

- 15 - 



ばなりません。そういった具体化の進捗状況も踏まえまして、例えば年１回程度この検討

会を開催してはどうかということも考えているところでございます。具体的な開催のあり

方等につきましては、今後、座長とも御相談させていただきながら、また、具体化しまし

たら各委員とも御相談させていただきながら進めていきたいと思っております。 

 そのようなことで、一たんは区切りますが、今後またお集まりいただく機会もあろうか

と思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 それでは、非常に短期間でございましたが、中間取りまとめをいただきまして大変あり

がとうございました。改めて御礼を申し上げます。これをもちまして第５回家畜の遺伝資

源の保護に関する検討会を終わります。まことにありがとうございました。 

 

                 ６ 閉    会 
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